
相　
　
談

健　
　
康

子
育
て

募　
　
集

教
室・講
座

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

施　
　
設

教
室・講
座

催　
　
し

みっきぃナビみっきぃナビ

　
令
和
7
年
分
の
所
得
税
な
ど
の
振
替
日

は
次
の
と
お
り
で
す
。

·�

所
得
税・復
興
特
別
所
得
税�

4
月
23
日
㈭

·�

消
費
税・地
方
消
費
税�

4
月
30
日
㈭

●
引
き
落
と
し
で
き
な
か
っ
た
場
合

　

�　

振
替
日
に
預
貯
金
口
座
か
ら
引
き
落

と
し
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、次
の
方

法
に
よ
り
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。
な

お
、納
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
日
ま
で

延
滞
税
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
▼�

納
付
方
法　
e
︲
T
a
x
に
よ
る
口

座
振
替
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ

ン
グ
、ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、ス
マ

ホ
ア
プ
リ
、コ
ン
ビ
ニ
納
付

　

納
付
手
続
に
つ
い
て
、詳
し
く
は
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問 �

三
木
税
務
署　

 

☎
8
2ｰ

0
5
0
1

所
得
税
な
ど
の
振
替
納
付
日
の
お
知
ら
せ

税

　

20
歳
以
上
の
方
は
、国
民
年
金
に
加
入

し
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が

義
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。
学
生
の
方
で
前

年
の
所
得
が
基
準（
1
2
8
万
円
）以
下
の

方
は
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る「
学
生
納
付
特
例
制
度
」が
利
用
で
き

ま
す
。

●
制
度
の
ポ
イ
ン
ト

　
・�制
度
を
利
用
し
た
期
間
は
、年
金
を

受
給
す
る
た
め
に
必
要
な
資
格
期
間

に
含
ま
れ
ま
す
。

　
・�10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、制
度
を
利
用

し
た
期
間
の
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ

て
納
付（
追
納
）す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
追
納
を
す
る
と
将
来
受
取
る
年

金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼�

対
象　

大
学（
大
学
院
）、短
大
、高
等

学
校
、高
等
専
門
学
校
、専
修
学
校
お

よ
び
各
種
学
校（
学
校
教
育
法
で
規
定

さ
れ
て
い
る
修
業
年
限
が
1
年
以
上
で

あ
る
課
程
）に
在
学
す
る
学
生
。

▼�

申
請
期
間　
4
月
か
ら
の
1
年
間
。
ま

た
、申
請
時
点
の
2
年
1
カ
月
前
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。　

▼�

必
要
な
も
の　
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎

年
金
番
号
通
知
書
、
学
生
証（
写
し
可
）

ま
た
は
在
学
証
明
書（
原
本
）、マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の
身
分
証
明
書

▼�

そ
の
他

　
・�手
続
き
は
毎
年
必
要
で
す
。一
度
承
認

を
受
け
た
方
も
手
続
き
し
て
く
だ
さ

い（
前
年
度
と
同
じ
学
校
に
在
学
し
、

は
が
き
様
式
の
学
生
納
付
特
例
申
請

書
を
提
出
済
の
方
は
手
続
き
不
要
）。

　
・�マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
免
除
の
手
続

き
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問・申
請 

・(市)
保
険
年
金
課

　

 　
　

 

・(市)
吉
川
支
所 

市
民
生
活
課

国
民
年
金
保
険
料
の
学
生
納
付
特
例
制
度

国民
年金

　

教
育
的
課
題
が
多
様
化
・
複
雑
化
し
て

い
る
今
日
で
は
、学
校・
家
庭・
地
域
が
課

題
を
共
有
し
、と
も
に
そ
の
解
決
に
向
け

て
取
り
組
む「
全
員
参
加
の
教
育
」を
進
め

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、社
会
の
変
化
に
対
応
し
な
が

ら
豊
か
な
人
生
を
送
っ
て
い
く
た
め
に

は
、生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け
て
い
く

こ
と
が
大
切
で
す
。

　

令
和
8
年
度「
三
木
市
教
育
の
基
本
方

針
」は
、「
夢
を
育
み
未
来
を
創
る
三
木
の

教
育
」を
基
本
理
念
に
、未
来
を
生
き
抜

く
力
の
育
成
や
、市
民
の
生
涯
に
わ
た
る

学
び
の
実
現
を
め
ざ
し
た
今
年
度
の
取
組

内
容
な
ど
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
市

教
育
委
員
会
担
当
課
お
よ
び
市
民
活
動
セ

ン
タ
ー
、各
市
立
公
民
館
、総
合
隣
保
館

に
あ
る
冊
子
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

(市)
学
校
教
育
課

令
和
8
年
度「
三
木
市
教
育
の
基
本
方
針
」を
策
定

教育
　
令
和
８
年
度
の
保
険
税
率
を
県
が
示
す

標
準
保
険
税
率
と
同
水
準
と
す
る
た
め
、

３
月
議
会
に
提
案
し
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
、今
年
度
か

ら
新
た
に「
子
ど
も・子
育
て
支
援
納
付
金

分
」が
課
税
さ
れ
ま
す
。
新
た
な
課
税
区

分
の
創
設
な
ど
に
よ
り
、１
人
当
た
り
の

平
均
課
税
額
は
、約
4
・
8
％
の
増
と
な

り
ま
す
。

●�

子
ど
も・子
育
て
支
援
納
付
金
と
は

　

�「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
」の
規
定
に

よ
る
も
の
で
、全
て
の
世
代
や
企
業
の

皆
さ
ん
か
ら
拠
出
さ
れ
た
支
援
金（
納

付
金
）を
子
育
て
施
策
の
拡
充
に
充
て

る
こ
と
で
、こ
ど
も
や
子
育
て
世
帯
を

社
会
全
体
で
支
え
て
い
く
た
め
の
も
の

で
す
。

問 

(市)
保
険
年
金
課

国保

国
民
健
康
保
険
税
率
が
決
定

〈表1〉 令和7・8年度の保険税率
区分 R7年度 R8年度

基礎課税分
(医療分)

所得割 7.3％ 7.4％
均等割 32,000円 32,000円
平等割 20,000円 20,000円

後期高齢者
支援金分

所得割 3.0％ 3.1％
均等割 13,000円 13,000円
平等割 8,000円 8,000円

介護納付金分
所得割 2.6％ 2.7％
均等割 14,000円 14,000円
平等割 7,000円 7,000円

子ども・子育て
支援納付金分

所得割 － 0.3％
均等割 － 1,300円（※）
18歳以上
均等割 － 100円

平等割 － 800円
1人あたりの平均課税額 107,805円 113,000円
※高校生世代以下の方は全額軽減されます
所得割：世帯の所得金額に応じて算定する割合
均等割：国保加入者1人あたりの金額
18歳以上均等割：18歳以上国保加入者１人あたりの金額
平等割：1世帯あたりの金額▲ホームページ　

未納

×

×

×

学生納付特例

○

×
追納すると○

○

納付

○

○

○

項目

老齢基礎年金
（�受給資格期間

への算入）

老齢基礎年金
（年金額への反映）

障害基礎年金
遺族基礎年金

（�受給資格期間
への算入）

〈 納付・学生納付特例・未納の違い 〉

▲ホームページ

▲延滞税の計算
　方法はこちら

▲納税に関する
　総合案内

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
率
が
決
定

〈表2〉 保険料率
均等割額 所得割率 賦課限度額

医療分 令和8・9年度 58,427円 10.77%  85万円
(参考)令和6・7年度 52,791円 11.24%  80万円

子ども分※1 令和8年度   1,351円   0.24％ 2.1万円

保険料の計算方法

※�1　�「子ども・子育て支援納付金分」を「子ども分」と表記しています。
※�2　総所得金額等…収入額から控除額（公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費）を引いた金額

均等割額
医療分 58,427円
子ども分※1   1,351円

所得割額
(総所得金額等※2－43万円)×所得割率10.77%
(総所得金額等※2－43万円)×所得割率0.24%

＋ ＝

保険料額（年額）
（上限85万円）
（上限2.1万円）

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
決
め
る
基

準
で
あ
る
保
険
料
率（
均
等
割
額
と
所
得
割

率
）を︿
表
2
﹀の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

　
個
人
ご
と
の
保
険
料
額
に
か
か
る
決
定

通
知
書
は
7
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　
今
年
度
か
ら「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金

制
度
」の
創
設
に
よ
り
、後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
お
い
て
も
従
来
の
医
療
分
に
加
え

て
、新
た
に「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付

金
」（
上
記
参
照
）が
保
険
料
に
加
わ
り
ま

す
。

　
「
子
ど
も
・子
育
て
支
援
納
付
金
」は
、令

和
8
年
度
か
ら
10
年
度
に
か
け
て
1
年
ご

と
に
見
直
さ
れ
ま
す
。

問 

・(市)
保
険
年
金
課

　

・兵
庫
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

  （
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
）

     

☎
0
7
8ｰ

3
2
6ｰ

2
0
2
1

後期高齢
 者医療
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